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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水溶性ヒドロキシプロピルメチルセルロース、セメント及び／又は石膏、骨材、補強繊
維及び水を含有し、セメント及び／又は石膏と骨材とが質量比として１０：９０～９９：
１であり、補強繊維をセメント及び／又は石膏１００質量部に対し０．１～５０質量部含
むと共に、水の量が水以外の全ての成分の合計量１００質量部に対して２０～６０質量部
であり、かつ水溶性ヒドロキシプロピルメチルセルロースを水を除いた全材料中の０．３
～２．０質量％を含む押出成形用水硬性組成物であって、前記水溶性ヒドロキシプロピル
メチルセルロースのメチル基の置換度が１．６～２．５、ヒドロキシプロピル基の置換モ
ル数が０．１０～０．２６であり、かつメチル基とヒドロキシプロピル基のモル比（メチ
ル基／ヒドロキシプロピル基）が７．５～９．６であることを特徴とする押出成形用水硬
性組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅やビルディング等に用いられるサイディング用の水硬性組成物、詳しく
は押出成形用水硬性組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、押出成形用水硬性組成物においては、アスベストを押出成形補強繊維として使用
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していたが、近年、法規制等によりアスベストは使用されていない。現在では、代替品と
して、パルプ繊維が使用されているが、繊維の分散性が悪く、混練時の摩擦熱のために、
組成物の温度が上昇する。また、押出成形機内でも、スクリュー等との加圧や摩擦熱等で
温度が上昇する。従来は、成形時の組成物の温度が４０℃以上になるとバインダーである
セルロースエーテルが熱ゲル化を起こし、成形時の亀裂・蛇行等の原因となり成形が困難
であった。
【０００３】
　これらの状態を踏まえ、特開平５－８５７９９号公報（特許文献１）では、非アスベス
トセメント系押出成形用組成物に使用するセルロースエーテルに関し、熱ゲル化を起こさ
ないようにすべく、メトキシ置換度（ＤＳ）が１．０～２．５で、ヒドロキシアルキルモ
ル置換度（ＭＳ）が０．２５～２．５と規定しており、特にヒドロキシアルキル基がヒド
ロキシエチル基の場合に有効であると述べられている。
【０００４】
　更に、特開平８－１８３６４７号公報（特許文献２）には、ヒドロキシプロピルメチル
セルロースとして、メチル基及びヒドロキシプロピル基のモル比が４．５～６．０であり
、具体的にはＤＳが１．５以下のヒドロキシプロピルメチルセルロースを用いた押出成形
について記載されている。
【０００５】
　また、押出成形物に関しては、外気に晒されるため、特に寒冷地においては、耐凍害性
が要求され、例えば特開平８－２１７５６９号公報（特許文献３）では、有機系中空微小
球や無機系軽量骨材を使用した耐凍害性の向上について述べられている。しかし、これら
の方法では耐凍害性の確保に限界があり、更なる向上が望まれていた。
【０００６】
【特許文献１】特開平５－８５７９９号公報
【特許文献２】特開平８－１８３６４７号公報
【特許文献３】特開平８－２１７５６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、押出成形性、耐凍害性に優れた押出成
形用水硬性組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意研究を行った結果、水溶性ヒドロキシプロ
ピルメチルセルロースを用いること、更に、その水溶性ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ースとして、メチル基の置換度が１．６～２．５、ヒドロキシプロピル基の置換モル数が
０．１０～０．２６であり、かつメチル基とヒドロキシプロピル基のモル比（メチル基／
ヒドロキシプロピル基）が７．５～９．６のものを用いることにより、押出成形性、耐凍
害性に優れる押出成形用水硬性組成物が得られることを見出し、本発明を完成するに至っ
た。なお、前記特許文献１のＤＳ、ＭＳは一部本発明のＤＳ、ＭＳと重複するが、前記特
許文献１のメチル基／ヒドロキシプロピル基のモル比とは異なる。
【０００９】
　従って、本発明は、水溶性ヒドロキシプロピルメチルセルロース、セメント及び／又は
石膏、骨材、補強繊維及び水を含有し、セメント及び／又は石膏と骨材とが質量比として
１０：９０～９９：１であり、補強繊維をセメント及び／又は石膏１００質量部に対し０
．１～５０質量部含むと共に、水の量が水以外の全ての成分の合計量１００質量部に対し
て２０～６０質量部であり、かつ水溶性ヒドロキシプロピルメチルセルロースを水を除い
た全材料中の０．３～２．０質量％を含む押出成形用水硬性組成物であって、前記水溶性
ヒドロキシプロピルメチルセルロースのメチル基の置換度が１．６～２．５、ヒドロキシ
プロピル基の置換モル数が０．１０～０．２６であり、かつメチル基とヒドロキシプロピ
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ル基のモル比（メチル基／ヒドロキシプロピル基）が７．５～９．６であることを特徴と
する押出成形用水硬性組成物を提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、押出成形性、耐凍害性に優れた押出成形用水硬性組成物を得ることが
可能である。本発明の押出成形用水硬性組成物は、住宅やビルディング等に用いられるサ
イディング用として好適である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の押出成形用水硬性組成物は、水溶性ヒドロキシプロピルメチルセルロース、セ
メント及び／又は石膏、骨材、補強繊維及び水を含むものである。
【００１２】
　本発明の水溶性ヒドロキシプロピルメチルセルロースは、セメント及び／又は石膏、骨
材、補強繊維等のみでは変形性と保水性に著しく乏しく、粘性付与成形助剤が添加されな
いと成形不能となるため添加するものである。気泡を巻き込む効果が高い水溶性ヒドロキ
シプロピルメチルセルロースは、セルロースを塩化メチル、酸化プロピレンのエーテル化
剤と反応させることにより、セルロースの水酸基の水素原子の一部をアルキル基と置換し
、水素結合を消失させ、水溶性としたものである。
【００１３】
　この置換に対して、一般的に、セルロースのグルコース環単位当たり、メチル基やエチ
ル基等で置換された水酸基の平均個数を「置換度（Ｄｅｇｒｅｅ　ｏｆ　ｓｕｂｓｔｉｔ
ｕｔｉｏｎ）」（以下、「ＤＳ」という）といい、セルロースのグルコース環単位当たり
に付加したヒドロキシプロピル基の平均モル数を「置換モル数（Ｍｏｌａｒ　ｓｕｂｓｔ
ｉｔｕｔｉｏｎ）」（以下、「ＭＳ」という）という。
【００１４】
　具体的には、メチル基の置換度（ＤＳ）が１．６～２．５のものが使用され、好適には
１．７～２．２、更に好適には１．７～２．０で使用される。置換度が１．６より少ない
と必要とする空気量が得られない。一方、置換度が２．５より大きくなると工業的に経済
的な範囲で製造することが困難となる。
【００１５】
　また、ヒドロキシプロピル基の置換モル数（ＭＳ）が０．１０～０．２６のものが使用
され、好適には０．１３～０．２５、更に好適には０．１４～０．２５のものが使用され
る。置換モル数が０．１０より少ないと必要とする空気量が得られない。一方、置換モル
数が０．２６より大きくなると工業的に経済的な範囲で製造することが困難となる。
【００１６】
　なお、セルロース分子に導入された置換基の種類及びその置換度・置換モル数の測定に
関しては、Ｊ．Ｇ．Ｇｏｂｌｅｒ、Ｅ．Ｐ．Ｓａｍｓｅｌ　ａｎｄ　Ｇ．Ｈ．Ｂｅａｂｅ
ｒ、Ｔａｌａｎｔａ、９、４７４（１９６２）に記載されているＺｅｉｓｅｌ－ＧＣ（水
溶性セルロースエーテル中の置換基をヨウ化水素酸によりヨウ化アルキルとし、これをガ
スクロマトグラフィーにより定量する方法による手法）に準じて測定できる。
【００１７】
　更に、本発明においては、メチル基とヒドロキシプロピル基のモル比（ＤＳ／ＭＳ）が
７．５～９．６のものが使用される。上記モル比が小さすぎると経済的工業生産が困難で
ある。一方、上記モル比が大きすぎると必要とする空気量が得られなかったり、比較的低
温でゲル化を起こす。
【００１８】
　水溶性ヒドロキシプロピルメチルセルロースの粘度は、２０℃、２．０質量％水溶液と
して、ブルックフィールド型粘度計、２０ｒｐｍで測定した場合に、５，０００～３００
，０００ｍＰａ・ｓのものが使用され、好適には１０，０００ｍＰａ・ｓ以上、更に好適
には３０，０００ｍＰａ・ｓ以上のものが経済的であるため多く使用される。粘度が低す
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ぎると添加量を増やさなければならず経済的でなく、保水性や変形性に乏しくなる場合が
あり、高すぎると工業的生産が困難となるおそれがある他、却って成形性が悪くなる場合
がある。
【００１９】
　水溶性ヒドロキシプロピルメチルセルロースの添加量は、水を除いた全材料中の０．３
～２．０質量％の範囲で使用することが好ましく、より好適には０．５～１．５質量％の
範囲で使用する。使用量がこれより少ない場合は、保水性と変形性に乏しく、成形が困難
となるおそれがあり、多すぎる場合は、粘性が高すぎ、成形性が悪くなり、ダイス部での
付着が著しくなるため、成形物がささくれ立ったりするおそれがある。
【００２０】
　必要に応じて水溶性ヒドロキシプロピルメチルセルロース以外に変性澱粉等の半合成水
溶性高分子、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド、ポリエチレングリコール、ポ
リエチレンオキサイド等の合成水溶性高分子、ウエランガム等の発酵多糖類等の増粘剤を
使用したり、水溶性ヒドロキシプロピルメチルセルロースを他のセルロースエーテル系増
粘剤と組み合わせて本発明の目的を損なわない範囲で使用することは差し支えない。
【００２１】
　また、本発明に用いるセメントとしては、普通ポルトランドセメント、早強ポルトラン
ドセメント、高炉セメント、中庸熱ポルトランドセメント、フライアッシュセメント、ア
ルミナセメント、シリカセメント等が使用できる。石膏も使用可能であり、二水石膏、半
水石膏、無水石膏等が使用される。これらの使用量は、目的とする強度が発現する量で良
く、特に限定されるものではない。
【００２２】
　本発明の骨材としては、通常硅石粉やフライアッシュ等が使用される。軽量化するため
に、パーライトや有機質、無機質の中空微小球、スチレビーズ等が使用される場合もある
が、いずれにおいても、目的とする性状となるように水硬性物質と組み合わせて使用すれ
ばよい。なお、セメント及び／又は石膏と骨材とは、１０：９０～９９：１（質量比）の
割合で使用することができる。
【００２３】
　更に、補強繊維としては、有機質繊維と無機質繊維とに大別されるが、有機質繊維の場
合、パルプ繊維が好適に用いられる。パルプ繊維としては、広葉樹パルプが主として使用
されているが、針葉樹パルプ、リンターパルプ、古紙等の使用も可能である。従来の比較
的短繊維のパルプ繊維も使用可能である。その他、ポリプロピレン繊維、ビニロン繊維、
アクリル繊維等も使用可能であり、これらは単独でも２種以上を組み合わせてもよい。無
機質繊維としては、セピオライト、ワラストナイト、アタパルジャイト等が使用可能であ
り、これらも単独で又は２種以上を組み合わせて使用できる。また、有機質補強繊維と無
機質補強繊維を混合して使用することも差し支えない。
【００２４】
　この補強繊維の使用量は、セメント及び石膏１００質量部に対して０．１～５０質量部
、特に０．１５～４０質量部であることが好ましい。補強繊維が少なすぎると必要な強度
が得られない場合があり、多すぎると必要な水量が増加して硬化しない場合がある。
【００２５】
　更に、本発明の押出成形用水硬性組成物には、塩化カルシウム、塩化リチウム、蟻酸カ
ルシウム等の凝結促進剤や、クエン酸ナトリウム、グルコン酸ナトリウム等の凝結遅延剤
、ポリカルボン酸系やメラミン系等の減水剤（分散剤）等の界面活性剤も使用することが
できる。これらは、水を加え混練した直後のフレッシュの物性を管理するためのものであ
り、目的に応じた物質を常用量で添加することができる。
【００２６】
　本発明の押出成形用水硬性組成物は、上記各成分を均一に混合したものに水を加え、更
に混合することにより得ることができる。
　ここで、水の量は、水以外の全ての成分の合計量１００質量部に対して２０～６０質量



(5) JP 5223205 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

部とすることが好ましい。水が少なすぎると押出成形が困難となる場合があり、多すぎる
と押出成形性が悪化したり、硬化不良を起こす場合がある。
【００２７】
　得られた水硬性組成物は、押出成形用として用いられ、この場合の成形条件としては、
通常、真空押出成形機を用いて吐出部に設けたダイスにより必要な形状に成形される。
　また、得られた成形品は、蒸気養生又は湿空養生が行われ、所定の強度を得るため、更
に高圧蒸気養生や焼成が行われる。
【実施例】
【００２８】
　以下、実施例及び比較例を示して、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例
に制限されるものではない。なお、下記の例において、水溶性セルロースエーテルの置換
度ＤＳ、置換モル数ＭＳは、Ｊ．Ｇ．Ｇｏｂｌｅｒ、Ｅ．Ｐ．Ｓａｍｓｅｌ　ａｎｄ　Ｇ
．Ｈ．Ｂｅａｂｅｒ、Ｔａｌａｎｔａ、９、４７４（１９６２）に記載されているＺｅｉ
ｓｅｌ－ＧＣに準じて測定した値を示し、粘度は２０℃、２．０質量％水溶液として、ブ
ルックフィールド型粘度計、２０ｒｐｍで測定した値を示す。
【００２９】
　　［実施例１～３、参考例１～４、比較例１～４］
＜使用材料＞
水溶性セルロースエーテル：下記表１に示すヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰ
ＭＣ）、ヒドロキシエチルメチルセルロース（ＨＥＭＣ）又はメチルセルロース（ＭＣ）
　１．３質量部
セメント：普通ポルトランドセメント（太平洋マテリアル製）　３７．５質量部
骨材：硅石粉（マルエス製）　３７．５質量部
軽量骨材：パーライト平均粒径０．５ｍｍ（太平洋パーライト製）　１９．０質量部
補強繊維：広葉樹パルプ繊維、平均繊維長１．５ｍｍ　５．０質量部
補強繊維：ポリプロピレン繊維、１３ｄｔｅｘ、繊維長６ｍｍ（萩原製）　１．０質量部
水：４０．０質量部
【００３０】

【表１】

【００３１】
＜調製＞
　上記水以外の材料（粉体）をヘンシェル型ミキサーにて予めブレンドし、所定量の水を
撹拌しながら投入した。その後、ニーダーにて５分間混練を行い、押出成形を行った。押
し出し成形時の成形性、凍結溶融試験を下記方法により測定し、これらの結果を表２に示
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【００３２】
＜評価方法＞
１．押出成形性
　押し出し成形時の亀裂の有無及び蛇行の有無を目視にて確認した。
２．凍結融解試験
　ＪＩＳ　Ａ　６２０４　付属書２に準じた方法により行った。即ち、供試体を水中にて
５±２℃から－１８±２℃において凍結融解を繰り返し、試験前の一次共鳴振動数と３０
０サイクル繰り返した後の一次共鳴振動数より相対動弾性係数を求めた。この相対動弾性
係数が８０以上であることが好ましい。
　なお、供試体のサイズは、２０ｍｍ×４０ｍｍ×１６０ｍｍとし、１週間の湿空養生後
、１６０℃、１０時間オートクレーブ養生し、更に２４時間水中にて湿潤させたものを用
いた。
【００３３】

【表２】

【００３４】
　上記表２に示した通り、本発明の所定の置換度を有する水溶性セルロースエーテルを使
用した場合は、３００サイクル後の相対動弾性係数の低下が少なく、耐凍害性に優れた組
成物となる。
　一方、比較例１の水溶性セルロースエーテルはメチル基のみであり、３０℃での成形が
不能であった。比較例２、３はヒドロキシプロピルメチルセルロースであるが、置換度が
範囲から外れており、耐凍害性に劣る。比較例４はヒドロキシエチルメチルセルロースで
あり、やはり耐凍害性に劣る。
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